
平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日
受
領

答

弁

第

五

三

五

号

内
閣
衆
質
一
六
九
第
五
三
五
号

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
北
神
圭
朗
君
提
出
障
害
年
金
の
申
請
に
係
る
初
診
日
特
定
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
北
神
圭
朗
君
提
出
障
害
年
金
の
申
請
に
係
る
初
診
日
特
定
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
録
の
保
存
期
間
を
延
長
す
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
医
療
機
関
の
負
担
の
増
大
等
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

な
お
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和

二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
に
基
づ
く
障
害
厚
生
年
金
（
以
下
「
障
害
年
金
」
と
い
う
。
）
の
裁
定
の
請
求
に
際
し
て
は
、

国
民
年
金
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
二
号
）
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
厚
生

省
令
第
三
十
七
号
）
に
よ
り
、
そ
の
障
害
の
原
因
と
な
っ
た
傷
病
に
係
る
初
診
日
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を

添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
添
付
書
類
は
必
ず
し
も
当
該
傷
病
に
係
る
初
診
時
の
医
療
機
関
に
お
け
る
診
療
録

に
基
づ
く
医
師
の
証
明
書
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
当
該
医
師
の
証
明
書
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
旨

の
申
立
書
に
、
当
該
傷
病
に
係
る
最
も
古
い
受
診
歴
の
あ
る
医
療
機
関
に
よ
る
受
診
状
況
等
証
明
書
を
添
付
し
て
提
出
す
る

取
扱
い
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

一



御
指
摘
の
よ
う
な
対
応
が
な
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
が
、
御
指
摘
の
障
害
年
金
受
給
の
可
能

性
に
つ
い
て
は
、
保
険
料
の
納
付
状
況
等
に
よ
り
異
な
っ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
被
保
険
者
等
の
状
況
を
把
握
し
て

い
な
い
医
師
等
が
、
説
明
を
行
う
こ
と
は
か
え
っ
て
誤
解
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
適
当
で
は
な
い
と
考
え
る
。

四
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
に
お
い
て
は
、
障
害
年
金
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
及
び
チ
ラ
シ
の
配
布
並
び
に
社
会
保
険
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
等
に
よ
り
周
知
を
図
っ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
基
づ
く
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付

申
請
の
窓
口
と
な
る
市
町
村
に
お
い
て
は
、
障
害
者
の
方
か
ら
相
談
を
受
け
た
際
に
障
害
年
金
の
申
請
の
手
続
を
説
明
し
て

い
る
ほ
か
、
障
害
年
金
を
含
む
障
害
者
施
策
に
関
す
る
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

医
療
機
関
が
廃
止
さ
れ
た
場
合
の
診
療
録
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
「
医
師
法
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
診
療
録
等
の
取

り
扱
い
に
つ
い
て
」
（
昭
和
四
十
七
年
八
月
一
日
付
け
医
発
第
一
一
一
三
号
厚
生
省
医
務
局
長
通
達
）
に
お
い
て
、
医
療
機

二



関
の
廃
止
時
点
に
お
け
る
管
理
者
に
お
い
て
保
存
す
る
の
が
適
当
で
あ
り
、
管
理
者
が
い
な
い
場
合
に
は
、
都
道
府
県
等
に

お
い
て
保
存
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
保
存
期
間
が
既
に
五
年
間
を
経
過
し
て
い
る
診
療
録
で
あ
っ
て

も
、
事
情
の
許
す
限
り
保
存
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
に
お
い
て
は
、
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
当
該
傷
病
に
係
る
初
診
時
の
医
療
機
関
に
お
け
る

診
療
録
等
に
基
づ
く
医
師
の
証
明
書
を
添
付
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
旨
の
申
立
書
に
、
当
該
傷
病
に
係
る
最
も

古
い
受
診
歴
の
あ
る
医
療
機
関
に
よ
る
受
診
状
況
等
証
明
書
を
添
付
し
て
提
出
す
る
取
扱
い
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
社
会
保
険
審
査
会
に
お
い
て
は
、
医
師
の
証
明
書
等
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
審
理
に
お
い
て
再
審
査
請
求
人
等

の
意
見
を
聴
取
し
、
当
該
事
案
の
事
実
関
係
を
精
査
し
た
上
で
初
診
日
を
認
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三


